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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
六
十
五
号

航
空
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
航
空
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
無

人
航
空
機
（
同
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
無
人
航
空
機
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の

理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
を
指
定
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

航
空
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
た
無
人
航
空
機
（
同
令
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
無
人
航
空
機
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
技
術
上
の
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
を
指
定
す
る
告
示

航
空
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
二
号
）
附
則
第
三
条
の
国
土
交

通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重

要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
改
正
法
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
登
録
の
申
請
が

さ
れ
た
無
人
航
空
機
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


